
デマンド交通 乗降場所の追加について

◎令和 6 年度より市内医療施設（医科・歯科）を共通乗降場所として

設定し、車両を 1台追加して運行をしています。

この度、隣接する匝瑳市の「守医院」、「ひがた歯科医院」への乗り入

れ要望があることから、関係機関に確認を行いました。（地図は資料

4-2参照）

◎デマンド交通の運行（道路運送法等）として上記個所を追加すること

に問題がないことや、位置関係を確認した結果、運行に問題がない

こと、利用者の利便性の向上等を考慮し、令和8年4月 1日から上

記２か所を新たに乗降場所として設置したいと考えておりますので

協議をお願いします。

※本協議事項が承認された際の国への許可申請等は不要です。
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干潟駅

赤線内が匝瑳市域です。今回、新たに追加する乗降場所として協議をするのは「〇」の二か所です。

該当地点は匝瑳市となっておりますが、この地点より西側の旭市域にも運行をしている（トライアルなど）ことから、運行に支障はありません。

守医院

ひがた歯科医院
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